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9 

12
　
投
資
の
促
進
及
び
保
護
に
関
す

る
日
本
国
と
モ
ン
ゴ
ル
国
と
の

間
の
協
定（
日
本
・
モ
ン
ゴ
ル
投

資
保
護
協
定
）（
抄
）

署　
　

名　

二
〇
〇
一
年
二
月
一
五
日

効
力
発
生　

二
〇
〇
二
年
三
月
二
四
日

日

本

国　

二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
六
日
国
会
承
認
、

　
　
　
　
　

二
〇
〇
二
年
二
月
二
二
日
通
告
交
換
、
二
月

二
七
日
公
布（
条
約
第
二
号
）

前
　
文
（
略
）

第
一
条〔
用
語
の
定
義
〕こ
の
協
定
の
適
用
上
、

（1）　

「
投
資
財
産
」と
は
、
次
の
も
の
を
含
む
す
べ
て
の
種
類
の

資
産
を
い
う
。

（a）　

株
式
及
び
そ
の
他
の
形
態
の
会
社
の
持
分

（b）

金
銭
債
権
又
は
金
銭
的
価
値
を
有
す
る
契
約
に
基
づ
く

給
付
の
請
求
権
で
あ
っ
て
、
投
資
に
関
連
す
る
も
の

（c）　

動
産
及
び
不
動
産
に
関
す
る
権
利

（d）

商
標
、
意
匠
、
集
積
回
路
の
回
路
配
置
、
著
作
権
、
特

許
、
営
業
用
の
名
称
、
原
産
地
表
示
又
は
原
産
地
名
称
及

び
開
示
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
含
む
知
的
所
有
権

（e）

天
然
資
源
の
探
査
及
び
採
掘
の
た
め
の
権
利
を
含
む
特

許
に
基
づ
く
権
利

（2）

「
収
益
」と
は
、
投
資
財
産
か
ら
生
ず
る
価
値
、
特
に
、
利

益
、
利
子
、
資
本
利
得
、
配
当
、
使
用
料
及
び
手
数
料
を
い
う
。

（3）

「
国
民
」と
は
、
一
方
の
締
約
国
に
関
し
て
は
、
当
該
一
方

の
締
約
国
の
国
籍
を
有
す
る
自
然
人
を
い
う
。

（4）

「
会
社
」と
は
、
有
限
責
任
の
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
、
法

人
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
、
ま
た
、
金
銭
的
利

益
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
ず
、
社
団

法
人
、
組
合
、
会
社
及
び
団
体
を
い
う
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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一
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
か

つ
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
会
社

は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
会
社
と
認
め
ら
れ
る
。

（5）

「
投
資
家
」と
は
、
一
方
の
締
約
国
に
関
し
て
は
、

（3）
に
定

義
さ
れ
た
国
民
及
び

（4）
に
定
義
さ
れ
た
会
社
を
い
う
。

（6）　

「
投
資
に
関
連
す
る
事
業
活
動
」に
は
、
次
の
も
の
を
含
む
。

（a）

支
店
、
代
理
店
、
事
務
所
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
活
動

の
遂
行
の
た
め
の
適
当
な
施
設
の
維
持

（b）

投
資
家
に
よ
り
設
立
さ
れ
又
は
取
得
さ
れ
た
会
社
の
支

配
及
び
経
営

（c）

会
計
士
等
の
技
術
者
、
高
級
職
員
、
弁
護
士
、
代
理
を

業
と
す
る
者
そ
の
他
の
専
門
家
の
雇
用

（d）　

契
約
の
締
結
及
び
履
行

（e）

投
資
財
産
及
び
収
益
の
使
用
、
享
受
又
は
処
分
で
事
業

活
動
の
遂
行
に
関
連
す
る
も
の

第
二
条〔
投
資
許
可
に
関
す
る
最
恵
国
待
遇
〕

第
三
条〔
投
資
財
産
等
に
関
す
る
最
恵
国
待
遇
と

　

内
国
民
待
遇
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
略
）

第
四
条〔
裁
判
を
受
け
る
権
利
〕

第
五
条〔
財
産
の
保
護
、
収
用
の
際
の
補
償
〕１　

い
ず
れ
の
一

方
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
及
び
収
益
も
、
他
方
の

締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
不
断
の
保
護
及
び
保
障
を
受

け
る
。

２　

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
及
び
収

益
も
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
公
共
の
た
め
、

か
つ
、
正
当
な
法
の
手
続
に
従
っ
て
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

差
別
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
、
迅
速
、
適
当
か
つ
実
効
的

な
補
償
を
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
収
用
若
し
く
は

国
有
化
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
そ
の
他
の
措

置
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

２
に
い
う
補
償
は
、
収
用
若
し
く
は
国
有
化
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
そ
の
他
の
措
置
が
公
表
さ
れ
た

時
と
そ
れ
ら
の
措
置
が
と
ら
れ
た
時
と
の
い
ず
れ
か
早
い
方

の
時
に
お
け
る
投
資
財
産
及
び
収
益
の
通
常
の
市
場
価
格
に

相
当
す
る
価
額（
最
終
的
に
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
措
置

が
見
通
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
当
該
市
場
価
格
の
減
少
分
を
差

し
引
か
な
い
も
の
と
す
る
。）の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
補
償
は
、
遅
滞
な
く
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か

つ
、
支
払
の
時
ま
で
の
期
間
を
考
慮
し
た
妥
当
な
利
子
を
付

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
補
償
は
、
実
際
に

換
価
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
並

び
に
そ
の
交
換
及
び
移
転
は
、
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
補
償
は
、
収
用
若
し
く
は
国
有
化
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

の
効
果
を
有
す
る
そ
の
他
の
措
置
が
と
ら
れ
た
日
に
直
ち
に

支
払
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
投
資
家
が
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う

状
況
よ
り
不
利
で
な
い
状
況
に
当
該
投
資
家
を
置
く
よ
う
な

態
様
で
、
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
投
資
家
も
、
他
方
の
締
約
国

の
領
域
内
に
お
い
て
、
１
か
ら
３
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
に

関
し
、
当
該
他
方
の
締
約
国
又
は
第
三
国
の
投
資
家
に
与
え

ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
。

第
六
条〔
国
家
緊
急
事
態
に
お
け
る
損
害
の
補
償
〕い
ず
れ
か
一

方
の
締
約
国
の
投
資
家
で
あ
っ
て
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域

内
に
お
い
て
、
敵
対
行
為
の
発
生
又
は
革
命
、
反
乱
、
暴
動
、

騒
乱
等
の
国
家
緊
急
事
態
に
よ
り
投
資
財
産
、
収
益
又
は
投

資
に
関
連
す
る
事
業
活
動
に
関
し
て
損
害
を
被
っ
た
も
の
は
、

当
該
他
方
の
締
約
国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
原
状
回
復
、
補
償
、

他
の
補
償
的
措
置
等
の
い
か
な
る
措
置
に
関
し
て
も
、
当
該

他
方
の
締
約
国
又
は
第
三
国
の
投
資
家
に
与
え
ら
れ
る
待
遇

よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
条
の
規
定

に
基
づ
い
て
何
ら
か
の
支
払
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該

支
払
は
、
実
際
に
換
価
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
並
び
に
そ
の
交
換
及
び
移
転
は
、
自
由
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条〔
権
利
又
は
請
求
権
の
国
家
へ
の
移
転
〕（
略
）

第
八
条（
投
資
関
連
資
金
の
移
転
の
自
由
）
１

い
ず
れ
の
一

方
の
締
約
国
の
投
資
家
も
、
他
方
の
締
約
国
に
よ
り
、
両
締

約
国
の
領
域
の
間
及
び
当
該
他
方
の
締
約
国
の
領
域
と
第
三

国
の
領
域
と
の
間
に
お
い
て
自
己
の
行
う
投
資
に
関
連
す
る

資
金
の
移
転
を
行
う
自
由
を
保
証
さ
れ
る
。
こ
の
移
転
に
は
、

次
の
も
の
の
移
転
を
含
む
。

（1）

投
資
財
産
を
取
得
し
、
維
持
し
又
は
増
大
さ
せ
る
た
め

の
当
初
の
及
び
追
加
的
な
資
金

（2）　

収
益

（3）　

貸
付
け
の
返
済
の
た
め
の
資
金

（4）

投
資
財
産
の
全
部
又
は
一
部
の
清
算
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
収
入

（5）　

第
五
条
の
規
定
に
従
っ
て
支
払
わ
れ
る
補
償

（6）　

第
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
支
払

（7）

当
該
投
資
に
関
連
し
て
当
該
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内

に
お
い
て
就
労
す
る
権
利
を
有
す
る
当
該
一
方
の
締
約
国

の
国
民
が
受
領
し
た
賃
金
そ
の
他
の
報
酬

２　

各
締
約
国
は
、
資
金
の
移
転
が
、
遅
滞
な
く
、
交
換
可
能

な
通
貨
に
よ
り
、
移
転
に
用
い
ら
れ
る
通
貨
の
直
物
取
引
の

市
場
に
お
け
る
為
替
相
場（
当
該
移
転
の
日
の
も
の
）に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

３　

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、

例
外
的
な
金
融
状
況
又
は
経
済
状
況
に
お
い
て
は
、
自
国
の

法
令
に
従
い
、
か
つ
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
当
事
国
で
あ

る
限
り
同
協
定
に
従
っ
て
、
為
替
制
限
を
課
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
九
条〔
効
力
発
生
前
の
取
得
財
産
へ
の
適
用
〕（
略
）

第
一
〇
条〔
投
資
紛
争
の
解
決
〕１　

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国

の
投
資
家
と
他
方
の
締
約
国
と
の
間
の
紛
争
で
あ
っ
て
、
当

該
一
方
の
締
約
国
の
投
資
家
に
よ
る
当
該
他
方
の
締
約
国
の

領
域
内
に
お
け
る
投
資
に
関
す
る
も
の
は
、
可
能
な
限
り
、

紛
争
の
当
事
者
間
の
友
好
的
な
協
議
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
。

こ
の
１
の
規
定
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
投
資
家
が
当
該

他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
行
政
的
又
は
司
法
的
解

決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て

は
な
ら
な
い
。

２

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
投
資
家
が
行
う
投
資
か
ら
生

ず
る
法
律
上
の
紛
争
が
友
好
的
な
協
議
に
よ
り
解
決
さ
れ
な

い
場
合
に
は
、
当
該
紛
争
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
投
資

家
の
要
請
に
基
づ
き
次
の

（1）
又
は

（2）
の
い
ず
れ
か
一
方
に
付

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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託
さ
れ
る
。

（1）

一
九
六
五
年
三
月
一
八
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ

た
国
家
と
他
の
国
家
の
国
民
と
の
間
の
投
資
紛
争
の
解
決

に
関
す
る
条
約
が
両
締
約
国
間
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
約
の
規
定
に
よ
る
調
停
又
は
仲
裁
、

同
条
約
が
両
締
約
国
間
に
お
い
て
効
力
を
有
し
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
係
る
追
加

的
な
制
度
に
つ
い
て
の
規
則
に
基
づ
く
調
停
又
は
仲
裁

（2）

一
九
七
六
年
四
月
二
八
日
に
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法

委
員
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委

員
会
の
仲
裁
規
則
に
基
づ
く
仲
裁

３　

２
に
い
う
法
律
上
の
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
締
約
国
は
、

当
該
紛
争
を
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
２
に
い
う
調
停
又
は

仲
裁
に
付
託
す
る
こ
と
に
同
意
を
与
え
る
。

４　

仲
裁
決
定
は
、
最
終
的
な
も
の
と
し
、
か
つ
、
紛
争
の
当

事
者
を
拘
束
す
る
。
こ
の
決
定
は
、
そ
の
執
行
が
求
め
ら
れ

て
い
る
領
域
の
属
す
る
国
で
適
用
さ
れ
て
い
る
仲
裁
決
定
の

執
行
に
関
す
る
法
令
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
。

５　

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
投
資
家
は
、
自
己
の
行
う
投

資
か
ら
生
ず
る
紛
争
に
関
し
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お

い
て
行
政
的
若
し
く
は
司
法
的
解
決
を
求
め
て
い
る
場
合
又

は
当
該
紛
争
に
関
す
る
最
終
的
な
司
法
的
解
決
が
な
さ
れ
た

場
合
に
は
、
当
該
紛
争
を
こ
の
条
に
規
定
す
る
仲
裁
に
付
託

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６　

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
会
社
が
行
う
投
資
か
ら
法
律

上
の
紛
争
が
生
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
方
の
締
約
国

の
会
社
が
当
該
一
方
の
締
約
国
に
対
し
て
当
該
紛
争
を
調
停

又
は
仲
裁
に
付
託
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
か
つ
、
そ
の
要
請

の
日
に
当
該
一
方
の
締
約
国
の
会
社
が
他
方
の
締
約
国
の
投

資
家
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
一
方
の
締

約
国
の
会
社
は
、
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
当
該
他
方
の

締
約
国
の
会
社
と
し
て
取
り
扱
う
。

第
一
一
条〔
締
約
国
投
資
家
が
実
質
的
利
益
を
有
す
る
第
三
国

の
会
社
の
保
護
〕１

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
投
資
家

が
実
質
的
な
利
益
を
有
す
る
会
社
は
、
他
方
の
締
約
国
の
領

域
内
に
お
い
て
、
当
該
会
社
が
第
三
国
の
会
社
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
他
方
の
締
約
国
と
当
該
第
三
国
と
の
間
の
国
際
協

定
で
投
資
及
び
投
資
財
産
の
保
護
に
関
す
る
も
の
が
当
該
第

三
国
の
会
社
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
待
遇
を
与

え
ら
れ
る
。

（1）

第
二
条
２
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
第
三
国
の
投
資
家

が
実
質
的
な
利
益
を
有
す
る
同
様
の
会
社
が
与
え
ら
れ
る

待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇

（2）

第
三
条
、
第
五
条
１
か
ら
３
ま
で
、
第
六
条
及
び
第
九

条
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
投
資

家
又
は
第
三
国
の
投
資
家
が
実
質
的
な
利
益
を
有
す
る
同

様
の
会
社
が
与
え
ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇

２　

１
に
い
う「
実
質
的
な
利
益
」と
は
、
会
社
を
支
配
し
、
又

は
こ
れ
に
決
定
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う

な
程
度
の
利
益
を
い
う
。
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
投
資

家
が
有
す
る
利
益
が
実
質
的
な
利
益
に
当
た
る
か
当
た
ら
な

い
か
は
、
個
々
の
場
合
に
お
い
て
両
締
約
国
間
の
協
議
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

第
一
二
条〔
協
定
の
解
釈
適
用
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
〕１　

各

締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
運
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
に
関

し
て
他
方
の
締
約
国
の
行
う
申
入
れ
に
対
し
好
意
的
な
考
慮

を
払
う
も
の
と
し
、
ま
た
、
当
該
申
入
れ
に
関
す
る
協
議
の

た
め
の
適
当
な
機
会
を
与
え
る
。

２　

こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
両
締
約
国
間
の

紛
争
で
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
も
満
足
な
調
整
に
至
ら
な
か
っ

た
も
の
は
、
仲
裁
委
員
会
に
決
定
の
た
め
付
託
す
る
。
仲
裁

委
員
会
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
が
他
方
の
締
約
国
か

ら
紛
争
の
仲
裁
を
要
請
す
る
公
文
を
受
領
し
た
日
か
ら
三
〇

日
の
期
間
内
に
各
締
約
国
が
任
命
す
る
各
一
人
の
仲
裁
委
員

と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
選
定
さ
れ
た
二
人
の
仲
裁
委
員
が
仲

裁
委
員
長
と
な
る
者
と
し
て
そ
の
後
の
三
〇
日
の
期
間
内
に

合
意
す
る
第
三
の
仲
裁
委
員
と
の
三
人
の
仲
裁
委
員
か
ら
成

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
の
仲
裁
委
員
は
、
い
ず
れ

の
締
約
国
の
国
民
で
も
な
い
者
と
す
る
。

３　

各
締
約
国
の
任
命
し
た
仲
裁
委
員
が
２
に
規
定
す
る
そ
の

後
の
三
〇
日
の
期
間
内
に
第
三
の
仲
裁
委
員
に
つ
い
て
合
意

し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
両
締
約
国
は
、
国
際
司
法
裁
判
所

長
に
対
し
、
い
ず
れ
の
締
約
国
の
国
民
で
も
な
い
第
三
の
仲

裁
委
員
を
任
命
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

４

仲
裁
委
員
会
は
、
合
理
的
な
期
間
内
に
、
投
票
の
過
半
数

に
よ
る
議
決
で
決
定
を
行
う
。
決
定
は
、
最
終
的
な
も
の
と

し
、
拘
束
力
を
有
す
る
。

５　

各
締
約
国
は
、
自
国
が
任
命
し
た
仲
裁
委
員
に
係
る
費
用

及
び
自
国
が
仲
裁
に
参
加
す
る
費
用
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
。

仲
裁
委
員
長
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
費
用
及
び
仲

裁
委
員
会
の
残
余
の
費
用
は
、
両
締
約
国
が
折
半
し
て
負
担

す
る
。

第
一
三
条〔
投
資
目
的
で
の
入
国
の
自
由
〕（
略
）

第
一
四
条〔
透
明
性
〕１　

各
締
約
国
は
、
法
令
及
び
行
政
上
の

手
続
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
行
政
上
の
裁
定
及
び
司
法
上
の

決
定
並
び
に
国
際
協
定
で
あ
っ
て
、
投
資
に
関
連
し
又
は
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
を
、
自
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
速
や
か

に
公
表
し
又
は
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
。

２　

各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
要
請
に
基
づ
き
、
１
に

い
う
事
項
に
関
し
て
、
自
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
速
や
か

に
当
該
他
方
の
締
約
国
の
個
別
の
質
問
に
応
じ
、
当
該
他
方

の
締
約
国
に
情
報
を
提
供
す
る
。

第
一
五
条〔
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
の
適
合
性
〕

第
一
六
条〔
合
同
委
員
会
の
設
立
〕　
　

（
略
）

第
一
七
条〔
効
力
発
生
、
期
間
、
終
了
〕

議
定
書
（
略
）

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集




